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新エネルギー施策の推進について 

 
 

１ 推進体制の整備 

平成 25 年度推進体制 

 

 

 

２ 留意事項 

 ・理事は市長の指示を受け、新エネルギー施策推進体制を統括する。  

 ・環境課長、商工企業課長、農林水産課長、企画課長を新エネルギー担当官とする。 

 ・定期的（年６回）に「新エネルギー担当官会議」を開催する。主管課は企画課。 

 

市長 

理事 

市民生活部長 

★環境課長 

政策協働部長 

★企画課長 

エネルギー施策に関する国、県との調整窓口 

新エネルギービジョン、バイオマスタウン構想 

一般廃棄物処理計画等のビジョン策定 

企業進出における環境基準等指導 

浜岡原子力発電所に係る企業調査 

企業進出における全般的な調整 

御前崎港におけるエネルギー関連の利活用 

海洋再生可能エネルギー勉強会・行政関係者調整

バイオマスガス発電関連に係る調整 

原発永久停止に関すること 

浜岡原子力発電所に係る各市町の調整、市民調査

エネルギーに係る全般的な計画 

副市長 

＜★…新エネルギー担当官：主な業務内容＞ 

海洋再生可能エネルギーにおける関係者調整 

バイオマスガス発電に関する全般的な調整 

企業進出における農振除外、農地転用の調整・指導

 

★農林水産課長 

都市計画課長 企業進出における土地開発行為に係る指導 

産業経済部長 

 

★商工企業課長 


